
船橋市災害情報共有システム導入業務事業者評価基準 

 

１ 趣旨 

この基準は、船橋市災害情報共有システム導入業務に関する提案のうち、最も優秀な提案

を行ったと認められる者を選定するための必要な事項を定める。 

 

２ 評価方法 

１） 評価委員は各提案者の提案書、プレゼンテーション、ヒアリング、見積金額を基に、評

価表の評価項目について評価し、評価点合計を算出する。 

２） 評価委員ごとに評価点の大きい提案者の順に、１位に１点、２位に２点、３位に３点(以下

同様)を付与する。 

ただし、順位点が同じ提案者が複数となった場合には、当該順位及びその下位に当た

る順位点の合計を当該順位の提案者の数で除して得た値を順位点とする。 

３） 提案者ごとに順位点を合計し、順位点の合計が小さいものを上位とする。 

ただし、順位点の合計が同点となった場合には１位を付けた評価委員の人数が多い提

案者を上位者とする。 

さらに、順位点１位の数が同数である場合には、２位を付けた評価委員が多い者を上位

者とし、順位点２位の数が同数である場合には、順位点に置き換える前の評価点の合計が

高い者を、上位者とする。 

 

３ 評価項目と配点 

評価項目 評価基準 点数 

１ 実績・実施体制 実績 ・導入実績及び災害対応実績 ４０ 

導入業務実施体

制 

・人員配置等 

・スケジュールの具体性 

２０ 

２ 共通事項及び災

害情報共有システム

に関する事項 

システム操作等 ・視認性、操作性 ３０ 

情報集約機能 ・被害情報集約 

・ハザード情報・気象情報等との連動 

３０ 

災害時対応 ・連絡体制 

・ システム、データセンター機能 

６０ 

研修・習熟支援 ・研修・マニュアルの充実 

・導入後の支援に対する考え方 

４０ 

３ 市民向け防災ポ

ータルに関する事項 

情報発信機能 ・システム入力事項に関するもの 

・その他情報に関するもの 

４０ 

多様なユーザー

への対応 

・多言語対応 

・アクセシビリティ対応 

２０ 



評価項目 評価基準 点数 

４ 運用保守に関す

る事項 

運用・保守体制 ・障害対応 

・バージョンアップ対応 

３０ 

５ 課題解決への提

案 

本市における課題

解決への提案 

・避難所受入状況・生活環境の把握 

・避難行動要支援者等の把握 

・市が運用する他システムとの連携可能性 

・その他独自提案 

８０ 

６ 価格評価 導入・運用保守

費用 

・初年度導入費用（研修費用含む） 

・システム利用料（６０カ月分） 

１０ 

合計 ４００ 

 

４ 各評価項目の得点の算定方法 

(１) 評価項目１～５ 

 各評価項項目を５段階評価し、各評価項目の配点に得点割合を乗じて得た数値を得点と

する。 

評定区分 A．特に優れ

ている 

B．優れてい

る 

C．普通 D．やや劣っ

ている 

E．劣ってい

る 

得点割合 １００％ ８０％ ６０％ ４０％ ２０％ 

 

(２) 評価項目６ 

  見積額が最も低かった提案者の評価点を、配点の満点(10 点)とする。 

その他の提案者の評価点は、見積額が最も低かった提案者見積金額(Ａ)を、他の提案者

それぞれの見積金額(Ｂ)で除して得た数値(Ａ÷Ｂ)に、配点(10 点)を乗じて得た数値とす

る。(小数点以下は切り捨て) 

 

５ その他 

 本評価基準について定めのない事項については、評価委員会において審議のうえ決定す

るものとする。 


